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行 政 視 察 報 告 書

令不日7年  10/月   30日

長浜市議会議長 伊藤 喜久雄 様

長浜市議会議員 力

私が出席した次の行政視察の結果について報告します。

1.視察等名  済生会守山市民病院行政視察
2.視察期間  令和 7年 10月 28日 (火 )
3.視察場所及び目的
①滋賀県守山市 :済生会守山市民病院

守山市民病院経営の現状と課匙買等について

4.調査内容感想等
・視察の目的

記

病院経営の現状と誤題 について

市民病院の指定管理者導入後 6年が経過する中での新たな誤題等につい

①

②

二

③ 国が策庁 した「公立病 除経 営強イ陀 イ ドライン今和 4ガ 年 3 月 |への対応に

ついて  ※既に 定済の「守山市民病院経営強化プラン |についての説明

④その他

・視察内容

① 。昨今における病院経営の手耳1北持と誤早買の概要について

。昨年来か らの物 高騰 段 人件警上昇等による経営び と病院内での取

組みについて

。少卒高齢イ陀の魚凍等の変化に伴 う② 。今 日の社会情勢
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ついて

③ ・役割・機能の最適化 と連携の強化について

。医師、看護師等の とイ章力き方改革について

・経営形態の見直し、指 間満了後の経営譲渡等について

。施設、整備の最滴化について

。新興感染症の感染拡大時等に えた平時からの取組みについて

。経営の効率化等について

④ 。長浜市においては、諸般の事情により地域医療再編の浮れや市立 2病院

の経営悪化に向けて、現在取組み中なので済生会守山市民病院の経営の中

で参考となる事項等を研修

・行政視察の結果を本市にどのように反映させるか

■守山市の成功例のポイン ト

。守山市民病院は、済 生会滋智県病院 との再編、統合により 単月黒字化を

3か月で達成・ 香け入れ々倍増・病床稼イ動率の改善、魚性期 と 復期の

明確な役割分担な 短期間で成果を出しました∩成功の核は、次の 3点だ

と思う。

① と σ)``

。急性期 (済生会滋カロ
ロ
県病院 )、 回復期・慢性期 (守山市民病院)と し役割

を明確にし、地域全体で 者を支える体制を構築。

② ア ― タι
「
B圭′づでシミュレーション >音 R洋 市

。再編前に詳細なデ―夕今析発行い、 「どうすればWin‐Winになるか |を

可視化 した。

③ 地域医療連携 (前方。後方)の強化

・転院数の増力日、 受け入れ増、PFMセ ンター強化など、 “病院間の流

れ"を改善した

■長浜市の病院再編にどう生かせ るか

「魚 ′l｀十螂 巾 I と 「同行主圭月.海穿 の 耳台イ,′ I み>セ で 老 えるッ キ、

・ 辱 近 市 とヽ早 障 イま魯
Jlヽ4卸 歩 十日為 1こイま湘 十 歳 障 お 犀 闇 溝 陰一 考  +加 絣

老健、在宅事業者が存在 しますn守山方式の応用 としてイよ、①長浜病院は急

②回復期・慢性期は地域の他施設 と性期・救急を強化、

長 浜 市 議 会

して分担、③在



( N03 )

宅・介語 との榜 締 を耳唸イ監圭片るな ど、守 の よ つ イこ「十11ζ域全体で 狩す え る |

構造をつ くることが必要。

② データに共づく“再編シミュレーション"″行 う

・守山では、再編前イこ詳細なデータ分析を行い、 「どの機能をどこに置
くと地域全体が イLさ れるか |を可視化 しま した。 浜で幸ぅ同様に、救

急搬送数、病 率、診療科別の需要、在宅復帰率、地域包括ケアの受

けΠlとな ど発分析 し 昇 i商澄撤鮮指西R晋 “男!え る化"す る ことカミ不可 欠でを

す 。

③ 市民参加型の議論プロセスを導入する。

。守山では PFMセンタ―強イヒにより収恭改善モ)実現 しまたハ長浜で (ぅ退院

調声整、在宅支援、 職種淳携、地域包括ケアとの接続 一体化に扱 う “地

域医療連携センタ―"の強化が効果的です。

④ 指定管理そのものより“機能分化と連携"が本質。

・守山の成功例は、 「指定管理だカゝ ら|ではなく済生会本体 澁の機 能分

ブレ  1き 推 齢 ン じ ボ キ 唐 デ ■ 田 ム  三 VFr.卜†不 イま t螢 ■音た事了田 塾 犀公

背 、 広

が 立した

域淳携、経 縮合 、符害| ノブ,＼キRの 再 整 理 な ど複数 の があるが韮霞十尺月守

最重要は、地域全 化するという視点であると う∩長浜市が敢り

ポ ン としてイま の

在宅は、 と連携 して強化、市民 加型の透明な議論、PFM的な退院支

援 。地域連携の イL、 指定管チ甲は “手段"であり “目的ではない "
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